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調査報告書の刊行に際して

　大洗町は茨城県太平洋岸のほぼ中央に位置し、東は鹿島灘、北は那須茶臼岳を源とする那珂川、西

は笠間町国見山を源とする涸沼川や涸沼を臨む、自然環境に恵まれた地であります。

　自然の恵みを享受したこの地では、原始古代より人々の生活が営まれ、彼らが残してきた遺跡が多

く発見されております。これらの遺跡の一つ一つは大洗町の歩んできた歴史を伝える大切な財産であ

り、町の誇りでもあります。我々はこれらの遺跡を大切に保護し、後世へと伝えていかなければなり

ません。

　そのような遺跡の中でも、中心的な磯浜古墳群（日下ヶ塚古墳・車塚古墳・姫塚古墳など）が国の

史跡として指定されたのは、令和２年３月のことです。現在本町では、史跡磯浜古墳群を中心に据

え、史跡整備基本計画の策定や用地の公有化、史跡整備へ向けた取り組みを加速させています。

　今回扱った車塚古墳・松川陣屋跡・栗林遺跡・四反遺跡・祝町向洲台場跡は、大洗町の歴史を紐解

く上で、かけがえのない遺跡群であり、大洗町の歴史的な経過の一端が今回の報告を通して、浮かび

上がるのではないでしょうか。

　このような特筆される遺跡を後世に伝えていくため、本町では、事業主の方に御理解と御協力をい

ただき、開発に先立ち遺跡を破壊しないような計画の変更を勧めております。ただ、やむを得ない場

合には、事前に記録保存の策を講じるようにしております。今回も施主や施工する事業主の方々に

は、格別の御配慮をいただき、試掘確認調査が実施できましたこと、厚くお礼申し上げます。

　この本を刊行することにより、このたび明らかとなったこの町の歩みの一端が、広く将来を担う子

どもたちや町民へ周知され、学校教育や生涯学習の中で普及・活用されることを期待しております。

　最後に試掘確認調査に際し、御協力くださいました参加者の皆様や茨城県教育庁総務企画部文化課

の方々に心から感謝申し上げます。

　令和７年３月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大洗町教育委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　長 谷 川　 馨





例　　言

１　本書は、平成28(2016)年度の文化庁の国宝重要文化財等保存整備費補助金、及び令和６(2024)年度の文化庁の

国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金を受けて、大洗町教育委員会が実施した大洗町内遺跡の調査報告書

である。

２　報告する遺跡数は６遺跡であり、次数は以下の通りである。

　　車塚古墳第６次調査・松川陣屋跡第１次調査・栗林遺跡第３次調査・栗林遺跡第４次調査・四反遺跡第１次調

査・祝町向洲台場跡第１次調査

３　調査に伴う試掘確認調査・整理報告書作成作業期間は、下記の通りである。

試 掘 確 認 調 査　平成28年４月１日～平成29年３月31日（平成28年度）

整理報告書作成作業　令和６年４月１日～令和７年３月31日（令和６年度）

４　平成28・令和６年度の調査組織は、以下の通りである。

　　平成28年度

大洗町教育委員会教育長　　　　　　　　　　　　飯  島　郁  郎

大洗町教育委員会教育次長　　　　　　　　　　　小　沼　信　介

大洗町生涯学習課長　　　　　　　　　　　　　　小　沼　正　人

大洗町生涯学習課文化振興係長　　　　　　　　　蓼　沼　香未由

大洗町生涯学習課文化振興係主事　　　　　　　　佐　藤　穂　高

　　令和６年度

大洗町教育委員会教育長　　　　　　　　　　　　長谷川    　馨

大洗町教育委員会教育次長　　　　　　　　　　　深　作　和　利

大洗町生涯学習課長　　　　　　　　　　　　　　磯　崎　宗　久

大洗町生涯学習課文化財係長　　　　　　　　　　蓼　沼　香未由

大洗町生涯学習課文化財係主任　　　　　　　　　栗　原　敬　太

大洗町生涯学習課文化財係埋蔵文化財調査員　　　井　野　里　美

（茨城大学大学院 人文社会科学研究科 人文科学専攻 修士1年）

５　調査の参加者は、以下の通りである。

車塚古墳      第６次調査　担　当：蓼沼香未由　重　機：加治設備工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　作業員：栗原芳子・照沼博幸・市毛祐一・斉藤宏光

松川陣屋跡    第１次調査　担　当：蓼沼香未由　重　機：加治設備工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　作業員：栗原芳子・市毛祐一・斉藤　宏

栗林遺跡      第３次調査　担　当：蓼沼香未由　重　機：加治設備工業株式会社

　　　　　　　　　　　　　作業員：鈴木浩子・栗原芳子・市毛祐一・斉藤宏光

栗林遺跡      第４次調査　担　当：蓼沼香未由　重　機：大和ハウス茨城支社

　　　　　　　　　　　　　作業員：栗原芳子・照沼博幸・市毛祐一・斉藤宏光

四反遺跡      第１次調査　担　当：蓼沼香未由　重　機：愛功建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　作業員：栗原芳子・照沼博幸・市毛祐一

祝町向洲台場跡第１次調査　担　当：蓼沼香未由　重　機：無し

　　　　　　　　　　　　　作業員：栗原芳子・照沼博幸・市毛祐一・斉藤宏光



６　整理報告書作成作業の参加者は、以下の通りである。

　　蓼沼香未由　編集・原稿執筆・遺物写真撮影

　　井野　里美　付表執筆・遺物実測

おかだ利美　遺構図デジタルトレース・遺物図デジタルトレース・遺構遺物写真加工

榎澤由紀江　遺物実測・遺物拓影

７　調査、及び整理報告書作成作業の過程で、下記の方々・機関のご協力を賜った。記して感謝の意を表する次第で

ある。

なお、機関名称や所属は平成28年度時点の内容である。

　　石神良平・川上君江・佐藤須美代

茨城県教育庁総務企画部文化課・株式会社A-スタイル東京支社（川越　斎）・大洗町都市建設課建設管理係

（関　克則）・菅野事務所（出村美智子）・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究開発センター管理

部労務課・大和ハウス工業株式会社茨城支社（関野秀樹）・丸和建設株式会社水戸展示場（町田俊治）・六谷土地

家屋調査士事務所（六谷隆志）

８　報告した考古資料、及び作成図面や写真などの記録類一式は、大洗町教育委員会生涯学習課文化財係（東茨城

郡大洗町磯浜町6881-88）が所管し、一括して大洗町埋蔵文化財整理作業棟（同町大貫町1212-33）で保管して

いる。

凡　　例

１　挿図の縮尺は、以下の通りであり、各図ともスケールを付してある。

遺跡内開発区域図：10,000分の1

開発区域内調査区位置図：500分の1、もしくは1,000分の1

トレンチ平(断)面図：100分の1

出土遺物図：3分の1、もしくは2分の1

２　各遺構図に付した方位は、磁北を用いている。

３　各遺構図に網掛け表現を用いたが、その意味は各図に添えた凡例を参照されたい。

４　開発区域内調査区位置図には、新築住宅や浄化槽などを赤線で示した。

５　遺構の覆土から出土しながらも、調査時点では、ドットを落とさずに一括して取り上げた資料が存在する。そう

した資料を報告する場合には、「01・02・03…」のように、「0」番から始まる番号を付した。

６　本文中で（人名 刊行年）で明記した引用・出典文献と共に、原稿執筆時に参考とした文献を加えた「引用・出

典・参考文献」一覧を巻末に収めてある。

７　遺跡内開発区域図に使用した地図は、大洗町都市建設課が平成28年３月に発行した『都市計画図 2,500分の1』

（平成26年12月撮影、平成27年９月現調）を用いている。
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第１表 平成28(2016)年度調査遺跡一覧表

調査内容番号

１

２

３

５

４

７

遺跡名
次数

期　間
日　数

遺 物遺 構 取扱結果 報 告

試掘調査
2016. 8. 8～ 8.26

５日間

７日間
栗林遺跡
４次

試掘調査
2016.12. 9～12.27

磁器(多)・陶器(多)・近現
代土器(多)・鉄製品(1)・
貝類遺体(6)

試掘調査
３日間

2017. 3.28～ 3.30

竪穴状遺構 1、
土坑 5、ピット 1

－

－

－ －

－

工事立会

慎重工事

工事立会

本報告

松川陣屋跡
１次

車塚古墳
６次

試掘調査 2016. 9.12
１日間

工事立会 本報告

本報告

本報告
４日間

栗林遺跡
３次

試掘調査
2016.11.14～11.23

ピット１ 土製品 (1)

弥生土器 (1)

慎重工事

慎重工事

１次
祝町向洲台場跡

本報告

32日間
富士ノ腰遺跡

１次
発掘調査

2017. 2.15～ 3.29 工事着手
斎藤ほか
2017

竪穴建物 10、溝
1、ピット 16

弥生土器、砥石・敲石、土
師器・須恵器・灰釉陶器、
土錘、刀子、鎌、斧、釘

６
７日間

四反遺跡
１次

試掘調査
2017. 3. 9～ 3.22 弥生土器(4)、土師器坏(1)、

須恵器坏(1)
発掘調査

斎藤ほか
2018

竪穴建物２

第１章　調査の概要

　大洗町教育委員会生涯学習課文化振興係が主体となり、平成28(2016)年度中に実施した、大洗町内

における埋蔵文化財の調査は、第１表・第１図の通り、総数７件である。

　開発区域は、北部の祝町・磯浜町から、大貫町、南部の成田町・神山町まで、全町的に分散して

いる。その数、107登録されている遺跡の分布には、地区的な粗密は見られず（大洗町教育委員会

2023）、今回の開発区域についても分散した結果となっている。

　７件の内、民間の会社による発掘調査を実施した富士ノ腰遺跡第１次調査を除く６件が大洗町教育

委員会で実施した開発に先立つ試掘調査である。

　富士ノ腰遺跡第１次調査は、町道敷設に伴い平成27年12月に大洗町教育委員会で試掘調査を実施し

た結果、３棟の竪穴建物跡を検出し、後期弥生土器片や奈良・平安時代の須恵器等が出土した（蓼沼

2021）。町道船渡大洗線の道路工事により遺構を破壊してしまう内容であったため、株式会社地域文

化財研究所が受託し、平成29年２～３月に発掘調査を実施し、すでに報告書も刊行されている（斎藤

ほか2017）。その結果、弥生時代の竪穴建物２棟、奈良・平安時代の竪穴建物８棟・ピット16基、近

世以降の溝跡１条の遺構が発掘、報告されている。

　今回報告する６件の内、祝町向洲台場跡第１次調査、磯浜古墳群中の車塚古墳第６次調査、栗林遺

跡第３次調査の３件は、工事主体者が個人の居住用住宅の新築工事に伴う試掘調査である。残る、栗

林遺跡第４次調査は共同住宅・物置の新築工事、四反遺跡第１次調査は町道の拡幅工事、松川陣屋跡

第１次調査は太陽光発電所の建設に伴う試掘調査である。四反遺跡例は、２棟の竪穴建物跡が検出さ

れたため、平成28年11 ～ 12月に地域文化財研究所により発掘調査され、報告書がすでに刊行されて

いるので、参照願いたい（斎藤ほか2018）。



―　2　―



―　3　―

第２章　車塚古墳第６次調査

調査経緯　磯浜町字諏訪脇2884番２・2884番６が該当し、周知の埋蔵文化財包蔵地、磯浜古墳群の車

塚古墳の範囲内である。平成28年６月頃、個人により、既存

の住宅を解体後、個人居住用住宅の新築工事が計画されたた

め、文化財保護法第93条第１項の規定に従い、平成28年７月

４日付で、茨城県教育委員会教育長宛に「埋蔵文化財発掘の

届出について」が提出された。

開発区域　車塚古墳の西裾に位置する。南北幅25.8m、奥行き

16.5mの略長方形を呈する。面積は、394.88㎡である。東接す

る車塚古墳墳丘は、中段平坦面に達する中段斜面以下の削平

を受けており、本区域より破壊を受けた西裾や周濠を検出す

る可能性があった。

　７月中旬まで北側の2884番６・南側の2884番２のそれぞれ

の筆に、別々に２棟の建物が建っていたが、７月28日までに

両建物は解体され、７月29日～８月１日に地下に影響を及ぼ

さない範囲で、基礎抜きと整地作業が行われた。整地作業後

の標高は、北側が24.08m前後と低く、南側に向けて上昇し南

端付近では24.36m前後と28cmも高い。道路端に設定されたBM

の標高は、23.81mである。

　開発区域の北側に寄った位置に、南北9.1m、東西10.01m、

面積81.98㎡の建物１棟が予定されており、設計GLはBM＋

750mmの標高24.56mである。基礎

はベタ基礎で、砕石下面はGL−

410mmの標高24.15mに達する。

　他に、建物の北側に合併浄化槽

１基の埋設が、建物の南側に道路

に面して車２台分の駐車場の建設

が、それぞれ予定されている。浄

化槽は、設計GLからの深さ1.52m

（標高23.04m）に埋設し、規模は

長さ1.70m×幅0.97mの５人槽で

ある。駐車場は南北幅6.50m、奥
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１
２

３

24.5ｍＡ Ａ

Ａ Ａ

第１号トレンチ堆積土層

第４図 車塚古墳第１・２号トレンチ

１：黄褐色土（しまり強、硬化、現代ゴミ多
量・ブロック片・水道管含む、昭和～
平成時代）

２：暗褐色土（しまり有、粘性有、炭化物少
量・焼土少量含む、昭和時代）

３：黄褐色粘土（粘性強、拳大白色粘土ブ
ロック極多量・再堆積拳大黄色粘土ブ
ロック極多量含む、昭和時代）

第２号トレンチ堆積土層

１ ：黄褐色土（しまり強、硬化、現代ゴミ多量・2～3cmロームブロック多量・2～3cm鹿沼
軽石層ブロック少量・玉石多量含む、上部H28建物解体時層位）

2-1：暗褐色土（しまり有、粘性強、炭化物少量・焼土少量含む、昭和時代）
2-2：黒褐色土（しまり有、粘性強、2-1層よりも黒味が強い、昭和時代）
３ ：黄褐色粘土（しまり有、粘性強、拳大以下白色粘土ブロック極多量・層状に堆積する

拳大以下黄色粘土ブロック極多量含む、昭和時代）

2-1
３ 2-2 ３

１

24.5ｍＢ Ｂ

Ｂ Ｂ

第１号トレンチ

第２号トレンチ

写真２ 車塚古墳第１号トレンチ（東から撮影）

行7.3mで、BM＋200mmの 標

高24.01mの施工天端をも

ち、下面は約20cm下がった

23.81mまでの掘削が予定さ

れている。

調査区域　以上の開発計画

より、車塚古墳の墳丘や周

濠が埋没した際に、重複し

て破壊する可能性が高い浄

化槽・新規建物・駐車場の

それぞれの予定地に３本

（第１～３号トレンチ）を

設定して調査にあたった。

調査期間は、平成28年８月

８・12・15・24・26日の５

日間である。

第１号トレンチ　浄化槽埋

設予定地に設定した。東西

長2.35m×幅約1.85m、面積

は4.14㎡の規模を持つ。表

土－78cmの標高23.38m付近

まで掘り下げたが、湧水の

ため作業は中断した。検出

した１～３層とも昭和～平

成時代の再堆積層である。

特に３黄褐色粘土層は粘土

ブロックが大量に含まれて

おり、車塚古墳墳丘を削り

込んだ層位と考えられる。

遺構・遺物は未検出であ

る。

第２号トレンチ　住宅予定地に東西軸で設定した。規模は、東西長9.0m×幅1.0m、面積約9.0㎡であ

る。B-B’断面のように、最深部は標高22.98mまで掘削し、墳丘削平土の３黄褐色粘土層を検出したも

のの、地山には到達せず、昭和～平成時代に堆積した層位のみを検出した。遺構・遺物は未検出であ
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１

２
３

1-2

24.5ｍＣ Ｃ

Ｃ Ｃ

写真４ 車塚古墳第３号トレンチ（南西から撮影）

写真３ 車塚古墳第２号トレンチ（東から撮影）

第３号トレンチ

第３号トレンチ堆積土層

１ ：黄褐色土（しまり有、砂質、上部：2～10cm扁平な玉石極多量含む、下
部：砂質強、昭和～平成時代）

1-2：黒褐色土（しまり強、硬化、3～5mmロームブロック極多量含む、下層：赤
褐色土が層状に堆積、昭和～平成時代）

２ ：暗褐色土（しまり強、粘性有、現代ゴミ・炭化物少量・焼土少量・砂岩
礫1点含む、1-2層と連動する現代層）

３ ：黄褐色粘土（しまり強、粘性強、地山）

第５図 車塚古墳第３号トレンチ

る。

第３号トレンチ　駐車場予定地に東西

軸で設定した。規模は、東西長6.3m×

幅0.85m、面積約5.36㎡である。標高

23.77mの確認面より地山の３黄褐色粘

土層を検出したものの、上面に堆積し

た各層位とも現代のゴミを含む昭和～

平成時代の堆積層と考えられ、周濠な

どの遺構は未検出に終った。

取　扱　以上の調査成果より、遺構・

遺物は未検出であり、今回の開発に

伴って遺跡を破壊する心配は無いもの

と考えられた。しかし、平面的には車

塚古墳の中段斜面～裾部～周濠部と重

なる位置であるため、『埋蔵文化財と

して扱う範囲及び開発事業に伴う埋蔵

文化財の取扱いに関する基準』に照ら

して、工事立会とするのが妥当であろ

うと判断された。

　以上の結果を、平成28年８月30日付

「埋蔵文化財取扱いに関する意見書」

として取りまとめ、茨城県教育庁総務

企画部文化課長に提出したところ、工

事主体者に対し、同年９月６日付文

1401号「周知の埋蔵文化財包蔵地にお

ける土木工事等について（通知）」に

より、工事に際して、大洗町教育委員

会が立ち会うものと通知された。
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第３章　松川陣屋跡第１次調査

調査経緯　埼玉県川口市の株式会社A-スタイル（代表取締役：遠藤　博）により、周知の埋蔵文化

財包蔵地の松川陣屋跡の範囲内で、太陽光発電所の建設が計画された。文化財保護法第93条第１項の

規定に従い、平成28年４月21日・同年８月24日付の二度にわたり、茨城県教育委員会教育長宛に「埋

蔵文化財発掘の届出について」が提出された。

開発区域　西側へ張り出す舌状台地先端部に営まれた松川陣屋

跡の南端斜面に位置する。成田町字旧陣屋内松山4378番２が該

当する。開発に伴う伐採がされた。東西56.2m、南北24.1ｍの長

方形を呈し、面積は約1,142㎡である。現況は篠や雑木の生える

荒地となっていたが、株式会社A-スタイルによる平成28年７月

20日の造成により土砂が露出する状態となった。

　現地表の標高は、東端で約30.14m、西端で約29.10m、南西端

で28.21mであり、東西間の比

高は1.04 ～ 1.93mもある。こ

のため、敷地の東側約５分

の２の範囲を最深部で標高

28.92mまで切土し、その土砂

を西側５分の３の範囲へ盛土

し、東西間の勾配を平坦にす

る計画である。太陽光パネル

が設置されるのは、敷地の

北寄りで、東西49.0m×南北

14.7mの規模である。北から

南に向けて三段の平坦面を

持ち、各段の標高は、上段：

29.20m、中段：28.92m、下段：

28.37mに仕上げる。１枚の

パネルの大きさは、1.64m×

0.99mで、総数は268枚にのぼ

る。パネルを支える架台を

載せる杭は総数74本を数え、

1.80 ～ 3.36m間隔で配置され
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写真６ 松川陣屋跡第１号トレンチ（西から撮影）
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る。杭は軸部で直径76mmであり、三段の平坦面から各々 160

～ 163cmの深さに、スクリュー式で打ち込まれる。

調査区域　切土が予定されている東側の区域について、調

査区１本（第１号トレンチ）を設定して調査に当たった。

調査期間は、平成28年９月12日の１日間である。

第１号トレンチ　東西長18.26m×幅0.8mの規模を持ち、面

積は約14.61㎡である。第８図A-A’断面の通り、表土－30cm

程度で、地山の黄白色粘土層が堆積する。検出した１暗褐

色土層は、平成28年７月の造成後、同年８月に復旧された

再堆積土であり、所々、地山を掘り込み、確認面は現代層

の落ち込みとなっている。遺構は未検出であり、攪乱層中

から弥生土器１点が出土した。

出土遺物　第９図01（写真７）は、後期弥生土器の胴下部

細片である。付加条縄文を横位施紋することで、羽状構成

がみられる。上部は軸縄不明＋付加条L ２本、下部は軸縄

不明＋R ２本で構成される。

取　扱　東側の切土造成は、最深部で標高約28.92mに達

し、現地表の30.14mよりも－1.22m、地山の黄白色粘土層

29.74 ～ 29.88mよりも－0.82 ～ 0.96m、深く削り取られる

ことが分かった。しかし、地山は関東ローム層よりも下位

の黄白色粘土層や赤褐色砂層が露出しており、確認面に遺

構の形成はみられないため、開発に伴う遺構への影響は考

えにくい。
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　周知の埋蔵文化財包蔵地に入り、工事が損壊しない範囲内で計画され

ているが、他方で、切土や支柱の埋設など大掛かりな施工があるため、

『埋蔵文化財として扱う範囲及び開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱い基

準』の「７ 開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」に照らして、

現地で状況を確認する必要があるため、工事立会が相当であろうと判断

された。

　以上の結果を、平成28年９月14日付「埋蔵文化財取扱いに関する意見

書」として取りまとめ、茨城県教育庁総務企画部文化課長に提出した。

その結果、工事主体者に対し、同年９月28日付文1564号「周知の埋蔵文

化財包蔵地における土木工事等について（通知）」により、工事に際して、大洗町教育委員会が立ち

会うものと通知された。
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第４章　栗林遺跡第３次調査

調査経緯　大貫町字釣瓶1376番２が該当し、周知の埋蔵文化財包蔵地、栗林遺跡の北部に位置する。

平成28年９月頃、個人居住用住宅の新築工事が計画され

た。平成28年10月26日付で、工事主体者の個人より茨城

県教育委員会教育長宛に、文化財保護法第93条第１項の

規定に従い「埋蔵文化財発掘の届出について」が提出さ

れた。

開発区域　南西に開口する谷の東側の台地上平坦面に位

置している。東西20.96m、南北19.49mの略台形の土地で、

面積は、361.91㎡である。現況は住宅が建っていたが、

平成28年11月上旬の基礎抜きを含む建屋の解体により更

地となった。

　計画では、東西軸の住宅１棟（東西10.47m、南北

6.37m）を中心とし、その南西側に10人槽の合併浄化槽１

基（東西長2.4m、南北幅1.2m）や土壌拡散処理施設１基

（南北長3.6m、東西幅0.95m）を配置する。

　現地表の標高は、中心部で35.58 ～ 35.85mで、高度は

西側から東側に向けて27cmほど増す。建築時の基準とな

るBMの標高は35.775mで、設計GLはそれよりも10cm高い

35.875mである。住宅の基礎は、ベタ基礎で、最深部は設

計GL－39cmの標高35.485mに達する。

合併浄化槽は、本体だけで設計GL－

1.52mの標高34.355mの深さに掘削が

及ぶ。土壌拡散処理施設は、70cm以

上の深さが必要なため、保護層を勘

案すると、設計GL－1.0mの標高約

34.875m以上で遺構を検出した場合、

取扱い協議が必要となるであろう。

調査区域　以上の開発計画より、新

規住宅・合併浄化槽・土壌拡散処理

施設の予定地と重なるように調査区

２本（第１～２号トレンチ）を設定
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１

35.9ｍＡ Ａ

Ａ Ａ
第１号ピット

写真９ 栗林遺跡第１号トレンチ（東から撮影）

写真 10 栗林遺跡第２号トレンチ（北から撮影）

第１号トレンチ堆積土層

１ ：黒褐色土（しまり無、円礫多量・コンクリートガラ多量含む、平成28年11月建物解体時の
基礎抜痕）

２ ：黄褐色土（しまり無、山砂極多量・昭和時代の旧建物建設時の堆積層）
３ ：黒褐色土（しまり有、均質、炭化物含む、昭和時代の旧畑地の堆積層）
４ ：暗褐色土（しまり有、2～3cmのロームブロック多量・ローム粒子多量含む、旧畑地のイモ

穴?近現代）
５ ：黒褐色土（しまり有、炭化物少量・ローム粒子少量含む、遺物無、第１号ピット覆土、近世

以前）
６ ：褐 色 土（しまり有、粘性有、ローム粒子極多量含む、地山への漸移層）
７ ：黄褐色粘質ローム（地山）

第 12 図 栗林遺跡第１・２号トレンチ

（1/100） 3m0

第１号トレンチ 第２号トレンチ

現代層

して調査にあたった。調査期間は、

平成28年11月14・21・22・23日の４

日間である。

第１号トレンチ　住宅の南寄りに東

西軸で設定した。東西長8.4m×幅

約0.8m、面積は6.72㎡の規模を持

つ。第12図A-A’断面によれば、標高

35.0m前後を推移する地山の７黄褐

色粘質ローム層で確認したところ、

近現代の堆積層である１層や４層の

落ち込みが見られる一方で、それよ

りも時代の遡る５層の落ち込みであ

るピット１基（第１号ピット）を

検出した。第１号ピットは、標高

35.18mの高さから検出し、直径約

60cmの円形を呈する。層位や層相よ

り近世以前に帰属するものとはみら

れるが、遺物が出土しなかったた

め、中世以前に遡るのかどうかは不

明である。トレンチ内からは他の遺

構や遺物はまったく出土しなかっ

た。
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第２号トレンチ　合併浄化槽から土壌拡散処理施設の範囲に設定した。規模は、東西3.9m、南北

5.9m、幅0.9 ～ 1.2mのＬ字形の平面形態を持ち、面積は約10.8㎡である。表土から66 ～ 84cmで地山

の黄褐色粘質ローム層に達し、その間の堆積土層は第１号トレンチと同様である。確認面からは遺構

は未検出であった。６褐色土層中からは、縄文土器の底部片１点が出土したが、図化に堪えない細片

であった。

取　扱　以上の試掘調査成果をまとめれば、確実に中世以前に遡る遺構は未検出で、包含された遺物

もいたって僅少であった。時期不明であったが、第１号ピットの上面と住宅基礎底面との間には30cm

の保護層を確保でき、破壊の危険性は無い。浄化槽及び土壌拡散処理施設の掘削に伴い地山は削られ

るものの、遺構は未検出であるため、取り扱いについては問題は無い。

　以上より、本件については、『埋蔵文化財として扱う範囲及び開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱い

に関する基準』の「７ 開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」に照らして、直接遺構・遺物

を破壊する内容とは考えられないため、工事立会を要する範囲には相当しないものと判断できるもの

の、周知の埋蔵文化財包蔵地内には該当するため、慎重工事が相当であると判断された。

　以上の結果を、平成28年11月28日付「埋蔵文化財取扱いに関する意見書」として取りまとめ、茨城

県教育庁総務企画部文化課長に提出したところ、工事主体者の個人に対し、同年12月７日付文2284号

「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について（通知）」により、工事に際して慎重に実施す

るよう、通知された。
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第５章　栗林遺跡第４次調査

調査経緯　平成28年10月までに、日本原子力研究開発機構大洗研究開発センターにより、昭和43年に

建築された同センターが管理する山場平住宅について、跡地利用が計画された。同地は、大貫町字山

場平1044番１の一部が該当し、周知の埋蔵文化財包蔵地、栗林遺跡の東部に位置する。そのため、同

年11月28日付で、工事主体者である大和ハウス

工業株式会社茨城支社（支社長 成田 誠）より

茨城県教育委員会教育長宛に、文化財保護法第

93条第１項の規定に従い「埋蔵文化財発掘の届

出について」が提出された。

開発区域　涸沼川支流の小河川に開析された樹

枝状の谷の最深部、外洋にも程近い台地上の平

坦面、山場平に位置している。東西63.1m、南北

76.8m、面積2,920.44㎡のほぼ台形の開発区域で

ある。現況は舗装道路に囲まれた４ブロックか

らなる更地である。

　計画では、平成29年３月～ 12月の期間、３

ブロックに、東西主軸31.91m×幅8.25mの面積

263.26㎡のA ～ C棟、３棟の集合住宅を建設す

る。各棟には、それぞれ連棟物置や駐車場、屋

根付き駐輪場などを配置する。

　現地表の標高は、35.92 ～ 36.22mであり、概

ね平坦である。建設時の高さの基準であるBM

は標高36.15mで、設計GLは、A・B棟が30cm低い

35.85m、C棟が10cm低い36.05mである。各棟は

鉄骨造２階建、各階10部屋の20部屋である。住

宅の基礎はベタ基礎で、設計GL－27.5cm＋砂利

又は砕石厚約7.5cmの最深部は－35.0cmに達するため、A・B棟が標高35.5m、C棟が標高35.7mの深さ

となる。

　各棟の北側に併設される連棟物置の基礎は、各棟設計GLから59cmまで掘り込まれるため、A・B棟

が35.26m、C棟が36.05mの深度を持つ。その余地に配置する各棟付属の駐車場は、基本的に現況地盤

を施工面とし、上面に砕石を敷いたり、防草シートを被せたりするため、削平は伴わない。駐輪場

は、３本の支柱（各長1.25m×幅60cm×深70cm）を2.1mピッチで掘り込む狭小な施工となる。
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調査区域　以上の開発計画より、試

掘調査は、駐車場・駐輪場は対象外

とし、掘削が広範囲に影響する可能

性がある、集合住宅A ～ C棟、及び

連棟物置の予定地を対象とし、東西

軸の５本の調査区（第１～５号トレ

ンチ）を設定して調査に当たった。

調査期間は、平成28年12月９・13 ～

15・22・23・27日の７日間である。

第１号トレンチ　A棟建設予定地に

設定した。規模は、東西長29.8m×

幅約1.0mで、面積は29.8㎡である。

表 土 －57 ～ 98cm（ 標 高35.185 ～

35.487m）の確認面の黄褐色関東ロー

ム層上面まで掘り下げたところ、土

坑４基（西から東に向けて第１～４

号土坑）、ピット１基（第１号ピッ

ト）を検出した。その他に３地点で

現代層の落ち込みもみられた。標高

35.265mの深さから検出した第１号土

坑は、直径0.60mの円形を呈する。遺

物は出土しなかった。標高35.325mの

深さから検出した第２号土坑は、直

径0.69mの円形を呈する。遺物は出土

しなかった。標高35.405mの確認面

から検出した第３号土坑は、東西幅

2.75mの不整形を呈する。遺物は出土

しなかった。標高35.48mの確認面か

ら検出した第４号土坑は、直径1.00m

の不整形を呈する。遺物は出土しな

かった。標高35.393mの深さから確

認した第１号ピットは、直径32cm×

30cmの円形の形態を持つ。遺物は出

土しなかった。第１～４号土坑・第
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１号ピットは全て、時代時期は不明

である。

第２号トレンチ　A棟物置建設予定

地に設定した。規模は、東西長19.8m

×幅約1.0mで、面積は19.8㎡である。

表 土 －74 ～ 79cm（ 標 高35.285 ～

35.317m）の確認面には、既設の下

水道管が並走しており、地山の関東

ローム層はほとんど残っていなかっ

た。遺構・遺物とも未検出である。

第３号トレンチ　B棟建設予定地に

設定した。規模は、東西長29.9m×

幅約1.0mで、面積は29.9㎡である。

確認面の地山の黄褐色ローム上面

は、表土－82 ～ 115cm（標高35.300

～ 35.400mを推移）に達する。第15

図A-A’断面を観察すると、１・２層

の現代層は山場平住宅の造成・解体

に伴う堆積層とみられ、それ以下の

３・４層はそれ以前の層位である。

特に４黒褐色土は、下部に５黄褐色

ローム層への漸移層を含んでおり、

近世以前に遡るであろう。

　遺構は、４層中から掘り込まれる

第１号竪穴状遺構と第５号土坑を検

出した。標高35.145mの深さから検

出した第１号竪穴状遺構は、長軸

1.40m×短軸1.00mの隅丸の長方形で

ある。覆土には、黒褐色土が堆積し、

全体に炭化物を多量、コーナー付近

に焼土を多量含んだ。遺物は出土し

ておらず、時期は不明である。標高

35.300mの深さから検出した第５号土

坑は、直径0.87mの円形を呈する。遺
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２ ：黒褐色土（しまり有、均一、細円礫・大型コンクリートブロックを含む、現代層）
３ ：暗褐色土（しまり有、粘性有、ローム粒子極多量含む）
４ ：黒褐色土（しまり有、ローム粒子中量含む、下部漸移的に5層へ移行）
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物は出土しなかった。

第４号トレンチ　B棟物置建設予定

地に設定した。規模は、東西長19.7m

×幅約1.0mで、面積は19.7㎡である。

表土－82 ～ 113cmの確認面には地山

のロームはほとんど残っておらず、

現代の攪乱層が覆っている。本トレ

ンチ内からは、遺構・遺物とも未検

出である。

第５号トレンチ　C棟建設予定地に

設定した。規模は、東西長29.7m×

幅約1.0mで、面積は29.7㎡である。

表 土 －58 ～ 83cm（ 標 高35.395 ～

35.675m）の確認面からは、所々に現

代層の落ち込みを確認したに留まり、

遺構・遺物は未検出に終った。

取　扱　以上の試掘調査の成果をま

とめると、共同住宅A・B棟と重なる

標高35.145 ～ 35.480mの深さから、

竪穴状遺構１基、土坑５基、ピット

１基の総数７基の遺構を検出した。

両棟の基礎は、最深部が35.5mの施工

が予定されているので、何れも直接

遺構に達する掘削は行われないが、

第１号竪穴状遺構を除き、十分な保

護層が確保できない懸念があった。

しかし、何れもが出土遺物が無いた

め、時代時期が不明であり、取り扱

いが必要な中世以前に遡るのかどう

かは不明という課題もある。

　以上より、本件については、『埋蔵

文化財として扱う範囲及び開発事業

に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する

基準』の「７ 開発事業に伴う埋蔵文
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化財の取扱いについて」に照らして、直接遺構・遺物を破壊する内容とは考えられないが、現地で

状況を確認する必要がある場合の工事立会と無い場合の慎重工事とが存在することとなった。他のC

棟、及び各連棟物置や駐車場などは問題が無いが、駐輪場については、狭小で試掘調査を実施しな

かったため、施工に際しては現地で状況を確認する工事立会が必要であろう。

　以上の結果を、平成29年１月４日付「埋蔵文化財取扱いに関する意見書」として取りまとめ、茨城

県教育庁総務企画部文化課長に提出したところ、工事主体者の大和ハウス工業株式会社茨城支社に対

し、同年１月19日付文2667号「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について（通知）」によ

り、工事立会と慎重工事とするよう、通知された。
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第６章　四反遺跡第１次調査

調査経緯　平成29年２月までに、大洗町都市建設課建設管理係（当時）により、管理する町道8-3020

号線道路について、拡幅、直線化を中心とした改良工事が計画された。工事区間の西側の成田町字四

反北より壱番目411番2・409番2・405番2、同町字四反北より四番目403番2・401番2・400番2、同町字

成就院後272番2・273番2・274番2・276番2・278番2、同町字成就院上り口南309番2・310番2・311番

2・312番2、同町字ゼントク386番2・383番2の合計17筆が、周知の埋蔵文化財包蔵地：四反遺跡の範

囲と重複した。そのため、同年４月19日付で、工事主体者である大洗町長（都市建設課所管）より茨

城県教育委員会教育長宛に、文化財保護法第94条第１項の規定に従い「埋蔵文化財発掘の通知につい

て」が提出された。

開発区域　町道8-3020号線道路改良事業地内で、なおかつ周知の埋蔵文化財包蔵地の四反遺跡と重な

る上記の範囲について、取り扱いを行う開発区域とした。西側では標高34m台を推移し平坦であるが、

東に移行するに従い台地斜面に下がり、東端の№18付近では標高27.45m前後の谷底平野にあたる。現

況はさつまいもやだいこん等の浅耕作物の畑地や、ニラなどを栽培するビニールハウスが多い。
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　工事区間№18・19間から№27・

28間の区間の長さ約180m、現道幅

約2.8mを除外した範囲が対象であ

る。施工予定の路面幅は、車道外

の盛土・切土斜面を含め、幅約

5.83 ～ 7.5mである。路盤は厚さ約

90cmで、掘削下面は№26の横断図

で標高34.0m、EC11地点の横断面で

標高約33.35mの深さに達する。

調査区域　以上の開発計画より、

拡幅範囲について、６本の調査区

（西から東にむけて第１～６号トレ

ンチ）を設定して調査に当たった。

調査期間は、平成29年３月９・10・

13～15・21・22日の７日間である。

第１号トレンチ　№26 ～ 28区間の

南側の拡幅範囲に設定した。長さ

22.7m×幅約0.65mの規模で、面積

は約14.76㎡である。地表面から

地山の黄褐色ロームの確認面まで

の深さは約45 ～ 81cm（標高34.19

～ 34.584m）である。確認面から

は、北東－南西方向に走るトレン

チャー痕を検出したのみで、遺構・

遺物は出土しなかった。

第２号トレンチ　№25 ～ 27区間の

南側の拡幅範囲に設定した。長さ

24.2m×幅約0.75mの規模で、面積

は約18.15㎡である。地表面から確

認面までの深さは約80 ～ 112cm（標

高33.984 ～ 34.255m）で、西から

東に向けて下降する。確認面は、

黄褐色の関東ローム層で、北東－

南西方向のトレンチャーがやや密
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に走っている。西側の表土下95cmの

標高34.063mの深さからは、竪穴建

物跡１棟を検出した。この第１号竪

穴建物跡は、南西コーナーが検出さ

れたのみで、規模は、長さ2.1m×幅

0.45mである。確認調査に切り替え、

覆土の掘り込みを行ったところ、建

物に伴う床面や南壁を検出した。床

面は硬化し、壁高は約12 ～ 13cmで

あった。覆土中には、弥生土器細片

３点が含まれ、弥生時代後期後半の

建物と考えられた。

　この他にトレンチの中央より硬化

面が検出されたが、性格はよく分か

らなかった。

第３号トレンチ　№23 ～ 24区間の

北側の拡幅範囲に設定した。西から

東に向けて標高が減じる。長さ約

19.8m×約0.65mの規模で、面積は約

12.87㎡である。地表面から確認面

までの深さは、約24 ～ 40cm（標高

32.802 ～ 33.729m）と浅く、確認面

の黄褐色のローム層の上面は削平を

受けており、直接耕作土が載ってい

る。トレンチャーは、西側にはみら

れなかったが、東側には北東－南西

方向に走っている。

　西端の深さ60cm（標高33.647m）

の確認面から、第２号竪穴建物跡の

東壁を検出した。幅1.3mを検出した

に留まり、主要な部分は調査区外に

延びている。確認調査に切り替え、

北半分の覆土について床面に達する

掘り込みを行ったところ、壁高32cm
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の垂直に立ち上がる壁と床面を確認

することができた。覆土中からは、

弥生土器片１点、古墳時代後期の土

師器坏・甕の小片２点が出土したた

め、古墳時代後期頃に帰属するもの

と見られる。

第４号トレンチ　№22付近の北側の

拡幅範囲に設定した。緩やかにカー

ブする。長さ13.6m×幅約0.65mの規

模で、面積は約8.84㎡である。地表

面から地山の黄褐色関東ローム層の

確認面までの深さは約21 ～ 30cm（標

高32.267 ～ 32.614m）と非常に浅

い。ローム層の上に直接耕作土が堆

積しており、畑地造成に伴い、地山

に達する削平を受けたものとみられ

る。遺構・遺物はまったく検出でき

なかった。

第５号トレンチ　№21付近の北側

の拡幅範囲に設定した。長さ14.8m

×幅約0.75mの規模を持つ直線的な

調査区である。面積は約11.1㎡であ

る。地表面から地山の黄褐色関東

ローム層の確認面までの深さは、約

20 ～ 29cm（標高31.441 ～ 32.186m）

と非常に浅く、ローム層の上面に直

接耕作土が堆積しており、畑地造成

に伴い、地山に達する削平を受けた

ものと考えて良い。確認面には現代層の落ち込みが点々とみられるのみで、中世以前に遡る遺構・遺

物はまったく検出できなかった。

第６号トレンチ　№18・19区間の北側の拡幅範囲に設定した。谷地形で、地表面の標高が27.8 ～

28.4m台と低くなり四反遺跡の範囲からは外れる。長さ11.4m×幅約0.65mの規模で、面積は約7.41㎡

である。地表面から確認面までの深さは約65 ～ 85cm（標高27.022 ～ 27.697m）と深い。自然堆積の

漸移層の直下に地山の黄褐色砂質ロームが堆積した。遺構・遺物は検出できず、土地利用はみられな
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かった。

出土遺物　第19図01（写真28）は、第２号トレンチ出土。後期弥生土器の胴下部破片である。付加条

縄文を横位で施し、羽状構成をとる。上部は軸縄不明＋付加条L ２本が判読できるが、下部は粘土が

覆い、軸縄も付加条も明瞭ではない。

取　扱　以上、第１～６号トレンチの試掘・確認調査の成果により、第１・４～６号トレンチからは

遺構・遺物とも検出されなかったため、取扱い範囲としては除外して考えることができる。他方で、

弥生時代後期に帰属するとみられる第２号トレンチ西方の第１号竪穴建物跡（標高34.063m）と古墳

時代後期に帰属するとみられる第３号トレンチ西端の第２号竪穴建物跡（標高33.647m）は、それぞ

れ取扱いが必要になる。それぞれの路盤の掘削最下面は、第１号竪穴建物跡付近が約34.0m、第２号

竪穴建物跡付近が33.35mに及ぶため、道路敷設に伴い両遺構を削り込むことが明確となった。

　またこの竪穴建物間には、硬化面を検出し遺構の可能性が疑われたり、試掘調査が実施できていな

かったりする区間を挟むため、連続した発掘調査区域の設定が必要であろう。平面的には、現道を除

外した南側の拡幅範囲である、409番２・405番２・403番２の３筆（長さ62.0m、最大幅3.65m、面積

約113.2㎡）、及び北側の拡幅範囲である、272番２・273番２の２筆（長さ14.6m、最大幅2.5m、面積

約18.3㎡）は、それぞれ取扱いが必要な範囲として設定できるであろう。

　この範囲については、『茨城県埋蔵文化財発掘調査等取扱い基準』に照らして、「原則Ⅰ」の「工事

により埋蔵文化財が掘削され、破壊される場合」に当たり、なおかつ「原則Ⅲ」の「恒久的な工作物

の設置により相当期間にわたり埋蔵文化財と人との関係が絶たれ、当該文化財が損壊したのに等しい

状態となる場合」の「（１）道路工事（改良工事を含む。）」にも相当するため、「発掘調査を要する場

合」に該当することになるであろう。

　以上の結果を、平成29年３月24日付「埋蔵文化財取扱いに関する意見書」として取りまとめ、茨城

県教育庁総務企画部文化課長に提出したところ、工事主体者の大洗町長（都市建設課扱い）に対し、

同年５月８日付文243号「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について（通知）」により、発

掘調査するよう、通知された。

　その後、民間の発掘調査会社である株式会社地域文化財研究所（代表取締役：田沼　清、調査担

当：斎藤　洋）が受託し、同年11月20日～ 12月11日の期間、発掘調査を実施した。速やかに、整理

作業・報告書作成作業を進め、平成30年３月９日に大洗町文化財調査報告書第21集『四反遺跡－町

道8-3020号線他1路線道路改良工事に伴う埋蔵文化財調査報告書－』が刊行されている（斎藤ほか

2018）。
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第７章　祝町向洲台場跡第１次調査

調査経緯　磯浜町字祝町8179番46・8179番84の２筆が該当し、周知の埋蔵文化財包蔵地、祝町向洲台

場跡に位置する。平成28年５月頃、個人居住用住宅の新築工事が計画された。平成29年３月１日付

で、工事主体者の個人より茨城県教育委員会教育長宛に、文化財保護法第93条第１項の規定に従い

「埋蔵文化財発掘の届出について」が提出された。

開発区域　文久３(1863) ～元治元(1864)年に築造された

台場の土塁で囲まれた内庭部内に位置する。台場に伴う附

属施設の種類や位置については明確ではないが、水戸藩の

海防施設に伴う諸施設を参照すれば、藩士が詰めた役家や

武器を保管した土蔵などの建物の埋没も予想された（蓼沼

2006）。

　開発区域は、東西24.1m、南北13.25mの長方形の土地で、

面積は、300.81㎡である。現況は旧宅が建っていたが、平

成29年２月下旬～３月初旬に進められた基礎抜きを含む建

屋の解体により、調査の時点では更地となっていた。地表

面は標高16.8m前後で平坦である。東側は町道8-1000号線に

面し、西側に面する土地8179番65では比高約5.0mを測る台

場後背の土塁へと連続する。

　計画では、北寄りに東西軸の住宅１棟（東西11.83m、南

北7.735m）、その東側の道路との間に７人槽の合併浄化槽１

基（東西長2.3m、南北幅1.02m）を配

置する。

　町道上の金属鋲に設定された建築

時の基準であるBMの標高は16.800m

で、設計GLは西側の境界付近の地盤

に合わせ、30cm高い17.100mである。

住宅の基礎は、ベタ基礎で、最深部

は設計GL－37cmの標高16.730mであ

る。合併浄化槽については、本体だ

けで設計GL－1.56mの標高15.540mに

達する。

調査区域　住宅直下に２本、合併浄



―　27　―

2-1

３

1-3

1-2

４

４

Ｂ 17.0ｍ Ｂ

Ｂ Ｂ

２-1

３
３

４

2-2

1-1

17.0ｍＡ Ａ

Ａ Ａ

Ｃ 17.0ｍ Ｃ

Ｃ Ｃ

2-1
３
1-3

第３号トレンチ

1-1：黒褐色土（しまり無、ビニールゴミ多量含む、平成29
年３月建物解体時の堆積層）

1-2：黄褐色砂土（しまり無、拳大以下の砂土多量含む、平
成29年３月建物解体時の堆積層）

1-3：暗褐色土（しまり無、黒褐色砂土多量含む、ビニール
ゴミはほとんど入らない。平成29年３月建物解体時
の堆積層）

2-1：黄褐色土（しまり無、黄褐色砂質ローム粒子多量含
む、昭和～平成時代）

2-2：黒褐色土（しまり無、大正～昭和時代の陶磁器・ウ
バガイなど含む、北ゴミ穴覆土）

３ ：黒褐色砂土（しまり無、砂土極多量・遺物含む、自然
堆積、明治時代～昭和時代初期頃）

４ ：黄褐色砂質ローム（地山）

第２号トレンチ

第１号トレンチ

（1/100）

3m

0

第 22図 祝町向洲台場跡第１～３号トレンチ

北ゴミ穴

化槽予定地に１本の合計３本の調査区（第１～３号

トレンチ）を設定して調査にあたった。調査期間は、

平成29年３月28 ～ 30日の３日間である。

第１号トレンチ　住宅の西側に南北軸で設定した。

南北長4.7m×幅約0.5m、面積は約2.35㎡の規模を持

つ。

　第22図A-A’断面に見るように、地山の４黄褐色砂

質ローム層は標高15.85m前後の深い面と16.20m前後

の掘り残した一段高い面とがある。それぞれの直上

には自然堆積と考えられる海岸から吹き上がった３

黒褐色砂土層が50cm程度堆積している。ローム下層

を形成する砂質ロームがいきなり凹凸を持って存在

する点は不自然であり、平面的に台場築造に伴う内

庭部の掘り下げとも考えることができる。３層中に

は、６点の遺物が含まれ、内訳は、縄文土器１・磁

器２・土器３・人形１点である。

　トレンチの北側には３層上面から直径82cm、深さ

52cmの北ゴミ穴が掘り込まれており、2-2黒褐色土層

が堆積している。この中に16点の遺物（磁器11・陶

器４・貝類遺体１）が特徴的に集積していたため北

ゴミ穴とした。

　昭和時代後半～平成時代の2-1層を挟んで、平成29

年３月の旧宅解体時に堆積した1-1層が最上部に被覆

する。

第２号トレンチ　住宅の東側に南北軸で設定した。

南北長4.64m×幅約0.5m、面積は約2.32㎡の規模を持つ。

　第22図B-B’断面に見るように、地山の４黄褐色砂質ローム層の上面は、北側の標高15.78m前後と南

側の15.58mとの間に約20cmの比高があり、必ずしも平坦ではない。自然堆積と考えられる海岸から吹

き上がった海砂の3層は厚さ66 ～ 74cmと厚く、この中に総数26点の遺物が包含されており、内訳は近

世・近代の磁器６・陶器７・瓦１・土器５・貝類遺体６・石類１点である。

　昭和時代後半～平成時代の2-1層を挟んで、平成29年３月の旧宅解体時に堆積した1-2・1-3層が被

覆する。

第３号トレンチ　合併浄化槽と重なるように東西軸で設定した。東西長2.3m×南北幅0.95mの長方形

で、面積は2.19㎡の規模を持つ。第22図C-C’断面に見るように、地山の４黄褐色砂質ローム層の上
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面は、標高16.19 ～ 16.32mと浅く、

海砂３層の堆積も20cm前後と薄い。

この中に近世・近代の磁器５・陶

器６・瓦１・土器２の総数14点の

遺物が包含されていた。

出土遺物　各トレンチの覆土であ

る１（1-1・1-2・1-3）・2-1・2-2・

３層の各層より遺物が出土した。

１・2-1層　第１号トレンチの1-1

～ 2-1層から、第23図017・022が出

土した。

陶　器　017は土瓶の体上部破片。

蓋受けが付く。022は完形の灯明皿。

直径7.5cm。口端１か所が欠け、油

煙が付着する。

2-2層　第１号トレンチ北側の北ゴ

ミ穴の覆土であり、３層を掘り込

み2-1層に覆われた層位である。主

要な遺物では第23図02・03・08・

09・013 ～ 015・020の８点が包含

されていた。

磁　器　02・03・08・09・013・014・

015が該当する。02は碗の腰張碗。

遺存状態良好。高台部は削り成形

で段がつく。ゴム印技法で鹿と樹

木を複数描く。03は碗の丸碗。曲

線的な紋様をカラフルに上絵付し、

口端に金の縁取りを持つ。08は皿

の皿～高台部破片。型紙摺絵技法。

09は蓋。摘部が一部しか残らず形

態不明。013は皿の体部下半～高台

部。見込に上絵付の金魚文を描く。

014は徳利で、口部を除き遺存状態

良好。底面は上げ底。015は急須の
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把手部。中空で、急須との接着部へ向けて細くなる。体部側面や把手部に、手描きで曲線的な紋様を

描いている。

陶　器　020は摺鉢で、集密な卸目を施す。

時　期　遺物の様相は、明治時代以降、昭和時代の内容を持つが、03・013の装飾は昭和時代後半の

新しい要素であるため、北ゴミ穴に関しては昭和時代後半頃に埋め戻されたものとみられる。

３　層　01・04 ～ 07・010 ～ 012・016・018・019・021・023 ～ 026の16点が出土した。

磁　器　01・04・06・07は、碗である。体部に丸みを持つものであるが、06・07は腰が張り気味であ

る。05は直径が小さく直線的に外傾して立ち上がる形態より蕎麦猪口の口辺部とみられる。01・04

～ 07とも手描きで草・花文等を描くが、06は上絵付けである。010は段重等の蓋の破片である。011

は段重の２～３段目の破片。重ねるため体部は垂直に立ち上がる。手描きのみじん唐草文。底部周縁
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を削り出し合わせ目とする。012は体部が丸みを持つ鉢。畳付のみ無釉で、それ以外は内外面とも青

色の釉が覆う。

陶　器　016は摘部の欠失した土瓶の蓋。018見込みに星形花弁の押圧を持つは皿。高台部は削り成形

を施す。019は鉢、もしくは浅鉢の体部下半で、高台が付く。021は灯明皿。口端は一部が欠けるが、

ススは付着していない。

土　器　023は瓦質で、鍋の口辺部破片。025は土師質で、鍋の底部破片である。024は瓦質の甕。口

唇部と内面にススが付着し、厨房具として使用されている。

人　形　026は磁製の人形である。ダルマの一部が遺存し、現存幅2.05cm、現存厚：1.9cm、現存器高

3.15cmである。正面と背面、別々の外型に当てて型取りし、接着させて成形している。顔面部を中心

に施釉されている。

時　期　３層砂層の直下には４層の砂質ロームに達する削平がみられるため、３層の堆積時期の上限
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は祝町向洲台場の内庭部が築造される文久３(1863)年～元治元(1864)年以降の堆積層と考えることが

できる。包含した磁器碗や段重など、手描きの染付が主流であり、台場築造・機能、廃絶した、幕末

維新期頃を中心とする遺物群とみられる。明治～昭和戦前期には土地利用はみられず、海岸からの漂

砂の影響により、50 ～ 74cmの海砂の堆積がみられる。この頃にも開発区域の西側には遊郭街が形成

されているから、そちらから本地の松林に廃棄された遺物があったかもしれない。その後、那珂川河

口域における水害に対応し、昭和16年にすすめられた内務省による那珂川流路の直流化、川沿いに張

り付いた祝町西町の高台移転に伴い、防砂林として育った松林が切り開かれ、一部の町民が台場周辺
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に居住するようになる。戦後の北ゴミ穴の形成は、こうした昭和時代に居住した人々による遺構とみ

られる。

取　扱　以上の試掘調査成果をまとめれば、取扱いが必要な確実に中世以前に遡る遺構は未検出で

あった。しかし、幕末の水戸藩による祝町向洲台場跡に伴う内庭部の造成面と考えられる切土面（４

層上面）を検出し、幕末維新期を中心とした遺物を包含し、明治時代～昭和戦前期頃に積成したと考

えられる３層砂層を検出した。

　第１・２号トレンチにおける内庭部の標高は15.58 ～ 16.20mであり、新規住宅の基礎の最深部が

16.73mであるため、30cm以上の保護層が確保できる。第３号トレンチの地山上面の標高は16.19 ～

16.32mに対し、合併浄化槽の最深部が15.54mに達するため、地山に達するが、今回の調査範囲と完全

に重なり、基本的には海砂による自然堆積の状態を確認した。

　以上より、本件については、『埋蔵文化財として扱う範囲及び開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱い

に関する基準』の「７ 開発事業に伴う埋蔵文化財の取扱いについて」に照らして、直接遺構・遺物

を破壊する内容とは考えられないため、工事立会を要する範囲には相当しないものと判断できるもの

の、周知の埋蔵文化財包蔵地内には該当するため、慎重工事が相当であると判断された。

以上の結果を、平成29年４月６日付「埋蔵文化財取扱いに関する意見書」として取りまとめ、茨城県

教育庁総務企画部文化課長に提出したところ、工事主体者の個人に対し、同年４月11日付文80号「周

知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について（通知）」により、工事に際して慎重に実施する

よう、通知された。
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